
２　児童安全擁護業務（小学校のみ）

業務内容

登下校の見守り

・実施日　委託期間のうち児童登校日（通常登校日のほか、土曜授業日等を含む）
・実施時間　概ね午前７時30分から午前８時３０分、午後１時００分から午後４時００分。上
記時間内を基本とし、児童の登下校時間を踏まえ、学校長の指示による時間帯とする。ま
た、土曜授業日など通常登校日以外は上記時間によらず、学校長の指示による時間帯と
する。
・実施個所　学校周辺の通学路内で各学校長が指定する箇所とする。（３箇所程度）
・実施内容
ア　登校時の見守り　指定箇所において、児童の通学時における交通事故その他の災害
を避けるため、旗等により安全に通学できるように注意・見守りをすること。その際、児童
や通行人に挨拶をし、コミュニケーションを図ること。
イ　障害物の撤去または報告　指定箇所および通学路上に児童の通学に支障をきたす恐
れのある障害物等があった場合、撤去または学校長へ報告すること。
ウ　事故時の対応　従事中に児童の事故などを発見した場合は、直ちに学校に連絡する
とともに、必要に応じて警察や消防（救急）に通報する、応急処置を行うなどの事態に即
した必要な措置をとること。
エ　必要に応じてスクールゾーンのバリケードの設置・撤去を行うこと。

校外学習等への付き添い（適時・
年12回程度）

学校から依頼があった場合には、遠足や校外学習の際、学校周辺での交通安全誘導や付
き添いを行うこと。その際、事前に学校長および副校長と業務責任者との間で業務分担
について協議をすること。また、範囲は原則として区内及び近隣自治体とし、業務実施時
間内の対応とするが、これを超える対応については、あらかじめ業務責任者と学校との
協議により決定すること。

その他児童安全擁護上必要と判
断される事項で、学校と協議の上
決定したもの
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